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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下方への開口部を有する中空状のケースと、
　前方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルが形成されたシート状部を有し、このシート
状部は、幅方向中央へ行くに従って前方へ湾曲しており、前記ケース内に上下動可能には
め込まれ、前記ケース内に収容可能とされる一方、前記開口部を介して前記ケースから前
記シート状部が突出可能とされる清掃部材と、
　前記シート状部が前記開口部を介して前記ケースから突出するように、前記清掃部材を
下方へ付勢する付勢手段と、
　前記ケースの下端部に設けられ、後方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルを有し、前
記シート状部が前記ケースから突出する際に前記シート状部から塵を除去する除去ブラシ
と
　を備えることを特徴とする清掃具。
【請求項２】
　下方への開口部を有する中空状のケースと、
　このケース内に上下動可能にはめ込まれる可動体と、
　シート状に形成され、前記可動体に、幅方向中央へ行くに従って前方へ湾曲して設けら
れ、前記ケース内に収容可能とされる一方、前記開口部を介して前記ケースから突出した
状態で、被清掃体に前面を押し当てつつ前方へ滑らせることで、被清掃体についた塵を捕
捉する清掃体と、
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　この清掃体が前記開口部を介して前記ケースから突出するように、前記可動体を下方へ
付勢する付勢手段と、
　前記ケースの下端部に設けられ、後方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルを有し、前
記清掃体が前記ケースから突出する際に前記清掃体から塵を除去する除去ブラシと
　を備えることを特徴とする清掃具。
【請求項３】
　前記清掃体は、
　前方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルを有するシート状の清掃片、
　フック状、ループ状またはマッシュルーム状の起毛を有するシート状の清掃片、
　または、マイクロファイバー製のシート状の清掃片、の内のいずれか一以上が、弾性材
から形成されたシート状の基材に重ね合わされて構成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の清掃具。
【請求項４】
　前記可動体は、下部に前記清掃体が設けられ、上部に前記清掃体から前記除去ブラシに
て除去された塵の収容部が前方へ開口して形成されている
　ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載の清掃具。
【請求項５】
　前記ケースには、前記可動体の前記収容部と連通して前記収容部内の塵を外部へ排出す
る排出口が形成されると共に、前記排出口を開閉する蓋材が設けられている
　ことを特徴とする請求項４に記載の清掃具。
【請求項６】
　前記ケース内に前記清掃体が収容された状態で、前記清掃体の前記ケースの開口部から
の突出を規制するロック手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の清掃具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーペットや衣類などの被清掃面についた埃や糸くずなどの塵を除去する清
掃具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被服等に付着している埃を取る清掃具として、下記特許文献１に開示される埃除
去具（１）が知られている。この埃除去具（１）は、埃を取る埃除去シート（２）と、埃
除去シート（２）に重ねられた背面シート（４）から成り、埃除去シート（２）の埃除去
面（１７）には、無数の短いパイルが傾斜して設けられている。そして、両シート（２，
４）間に形成された挿入部（７）に指を挿入して、パイルの傾斜方向に沿って被服をブラ
ッシングすることで、被服に付着している埃を除去することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２４５２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の埃除去具は、埃除去面から埃を除去して、埃を除去する機能を回
復させる点については何ら考慮されていない。そこで、本発明が解決しようとする課題は
、塵を除去する機能の回復手段を備えた構成とすることにある。また、塵の除去機能の回
復が容易に行えることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、請求項１に記載の発明は、下方
への開口部を有する中空状のケースと、前方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルが形成
されたシート状部を有し、このシート状部は、幅方向中央へ行くに従って前方へ湾曲して
おり、前記ケース内に上下動可能にはめ込まれ、前記ケース内に収容可能とされる一方、
前記開口部を介して前記ケースから前記シート状部が突出可能とされる清掃部材と、前記
シート状部が前記開口部を介して前記ケースから突出するように、前記清掃部材を下方へ
付勢する付勢手段と、前記ケースの下端部に設けられ、後方へ行くに従って上方へ傾斜し
たパイルを有し、前記シート状部が前記ケースから突出する際に前記シート状部から塵を
除去する除去ブラシとを備えることを特徴とする清掃具である。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、下方への開口部を有する中空状のケースと、このケース内に
上下動可能にはめ込まれる可動体と、シート状に形成され、前記可動体に、幅方向中央へ
行くに従って前方へ湾曲して設けられ、前記ケース内に収容可能とされる一方、前記開口
部を介して前記ケースから突出した状態で、被清掃体に前面を押し当てつつ前方へ滑らせ
ることで、被清掃体についた塵を捕捉する清掃体と、この清掃体が前記開口部を介して前
記ケースから突出するように、前記可動体を下方へ付勢する付勢手段と、前記ケースの下
端部に設けられ、後方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルを有し、前記清掃体が前記ケ
ースから突出する際に前記清掃体から塵を除去する除去ブラシとを備えることを特徴とす
る清掃具である。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、前記清掃体は、前方へ行くに従って上方へ傾斜したパイルを
有するシート状の清掃片、フック状、ループ状またはマッシュルーム状の起毛を有するシ
ート状の清掃片、または、マイクロファイバー製のシート状の清掃片、の内のいずれか一
以上が、弾性材から形成されたシート状の基材に重ね合わされて構成されることを特徴と
する請求項２に記載の清掃具である。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、前記可動体は、下部に前記清掃体が設けられ、上部に前記清
掃体から前記除去ブラシにて除去された塵の収容部が前方へ開口して形成されていること
を特徴とする請求項２または請求項３に記載の清掃具である。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、前記ケースには、前記可動体の前記収容部と連通して前記収
容部内の塵を外部へ排出する排出口が形成されると共に、前記排出口を開閉する蓋材が設
けられていることを特徴とする請求項４に記載の清掃具である。
【００１０】
　さらに、請求項６に記載の発明は、前記ケース内に前記清掃体が収容された状態で、前
記清掃体の前記ケースの開口部からの突出を規制するロック手段をさらに備えることを特
徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の清掃具である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、塵を除去する機能の回復手段を備えた構成とすることができる。しか
も、塵の除去機能の回復を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の清掃具の一実施例を示す分解斜視図である。
【図２】図１の清掃具の組付状態を示す概略斜視図である。
【図３】図２における清掃体の収容状態を示す概略斜視図である。
【図４】図２における概略縦断面図である。
【図５】図３における概略縦断面図である。
【図６】図１の清掃具の組付状態を示す概略正面図であり、一部を断面にして示している
。
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【図７】図１の清掃具のケース蓋の斜視図である。
【図８】図１の清掃具の可動体の斜視図である。
【図９】図１の清掃具の使用状態を示す概略側面図である。
【図１０】清掃体から塵を除去する状態を示す概略側面図である。
【図１１】本発明の清掃具の変形例１を示す概略斜視図である。
【図１２】図１１の清掃具の概略縦断面図である。
【図１３】図１１の清掃具の概略正面図であり、一部を断面にして示している。
【図１４】本発明の清掃具の変形例２を示す概略斜視図である。
【図１５】図１４の清掃具の概略縦断面図である。
【図１６】図１５におけるＸ－Ｘ断面図である。
【図１７】本発明の清掃具の変形例３を示す概略斜視図である。
【図１８】図１７の清掃具の概略縦断面図である。
【図１９】図１７の清掃具の概略正面図であり、一部を断面にして示している。
【図２０】本発明の清掃具の変形例４を示す概略斜視図である。
【図２１】図２０の清掃具の概略正面図であり、一部を断面にして示している。
【図２２】図２０の清掃具の概略横断面図である。
【図２３】本発明の清掃具の変形例５を示す概略斜視図である。
【図２４】図２３の清掃具の概略正面図であり、一部を断面にして示している。
【図２５】図２３の清掃具の概略横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の具体的実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１から図６は、本発明の清掃具の一実施例を示す図であり、図１は分解斜視図、図２
は組付状態を示す概略斜視図、図３は図２における清掃体の収容状態を示す概略斜視図、
図４は図２における概略縦断面図、図５は図３における概略縦断面図、図６は一部を断面
にして示す組付状態の概略正面図である。以下の説明においては、図４における左右方向
を前後方向とし、上下方向を上下方向とする。
【００１４】
　本実施例の清掃具１は、下方への開口部を有する中空状のケース２と、このケース２内
に上下動可能にはめ込まれる可動体３と、この可動体３に設けられるシート状の清掃体４
と、可動体３を下方へ付勢する付勢手段５と、ケース２の下端部に設けられる除去ブラシ
６とを主要部として備える。
【００１５】
　ケース２は、ケース本体７とケース蓋８とから構成される。ケース本体７は、前後方向
に薄い略矩形の中空ボックス状で下方へ開口しており、合成樹脂（たとえばＡＢＳ樹脂）
で一体形成される。ケース本体７の前壁９は、左右方向両端から左右方向中央へ行くに従
って前方へ膨出するよう湾曲して形成されている。ケース本体７の前壁９の下部には、塵
の排出口となる矩形状の穴１０が前後方向に貫通して形成されている。ケース本体７の後
壁１１の下端部には、左右方向三箇所に、ケース蓋８の一部がはめ込まれる係合凹部１２
が形成されている。
【００１６】
　このケース本体７内に、清掃体４が固定された可動体３が上下動可能に収容された状態
で、ケース本体７の下端部にケース蓋８が装着される。図７は、ケース蓋の斜視図である
。
【００１７】
　ケース蓋８は、ケース本体７の下端部に着脱可能に取り付けられる。ケース蓋８は、合
成樹脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成される。ケース蓋８は、上方へ開口した略
矩形の短筒状とされ、ケース蓋８の前壁１３は、左右方向両端から左右方向中央へ行くに
従って前方へ膨出するよう湾曲している。ケース蓋８の下端部には、フランジ１４が形成
されている。ケース蓋８の下壁１５には、左右方向に細長く略円弧状に湾曲した貫通穴１
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６が形成されている。
【００１８】
　ケース蓋８の前壁１３には、上端縁に沿って前方へ突出して凸部１７が形成されている
。ケース蓋８の後壁１８には、左右方向三箇所に、ケース本体７への係合爪１９が後方へ
突出して形成されている。ケース本体７へのケース蓋８の取り付けは、ケース本体７の下
部開口にケース蓋８を押し込み、図４に示すように、ケース蓋８のフランジ１４と凸部１
７との間にケース本体７の前壁９の排出口１０よりも下方の板状部をはめ込むと共に、ケ
ース蓋８の係合爪１９をケース本体７の係合凹部１２に係合することでなされる。これに
より、ケース２は、下方への開口部（ケース蓋８の貫通穴１６）を有する中空状の箱体に
構成される。なお、ケース蓋８をケース本体７に取り付けた際、ケース蓋８のフランジ１
４は、ケース本体７よりも外方へ延出している。
【００１９】
　図８は、可動体の斜視図である。可動体３は、合成樹脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により
一体形成される。可動体３は、略矩形のブロック状であり、前面が左右方向両端から左右
方向中央へ行くに従って前方へ膨出するように湾曲している。可動体３の上部には、前方
へ開口した凹部２０，２０が左右に離間して形成されており、この凹部２０，２０が塵の
収容部とされる。可動体３の下部は、清掃体４の取付面２１とされ、この取付面２１には
、前方への突出部２２が複数形成されている。
【００２０】
　可動体３の後面側には、左右方向中央に、後方へ開口した矩形状の凹み２３が形成され
ており、その凹み２３は、上下方向に開口している。凹み２３の底面の左右方向中央部に
は、後方へ開口した矩形状の凹部２４が形成されており、その凹部２４は、上下方向に開
口している。
【００２１】
　可動体３の後面側の下端部には、図１に示すように、凹部２４を挟んだ左右に、一対の
板状部２５，２５を残すようにして、後方へ開口すると共に下方へ開口した窪み２６が形
成されている。二枚の板状部２５は、左右に離隔して互いに対面しており、凹部２４の側
壁の一部を構成している。各板状部２５の下端面は、凹部２４の底面から後方へ延出した
後、後方へ行くに従って下方へ傾斜して、後方へ行くに従って上方へ略円弧状に湾曲して
いる。すなわち、各板状部２５の下端部には、段部２７が形成されると共に、後方へ行く
に従って上方へ湾曲する円弧状面２８が形成されている。
【００２２】
　可動体３の後面側には、前記凹み２３を挟んだ左右に、後述する付勢手段５の通過路２
９が形成されている。通過路２９は、後方へ開口した断面凹形状で上下方向に延出して形
成されており、上方へ開口する一方、下端部において可動体３の下壁３０により閉塞され
ている。
【００２３】
　清掃体４は、略矩形のシート状とされ、被清掃体についた塵を捕捉するものである。清
掃体４は、弾性材から形成されたシート状の基材３１の前面に、パイル３２を有するシー
ト状の清掃片３３が貼着されて構成される。清掃片３３は、前方へ行くに従って上方へ傾
斜したパイル３２を有するシート状とされ、接着剤や両面テープなどで基材３１に貼り付
けられる。本実施例では、基材３１は、ウレタン製またはナイロン製とされる。一方、清
掃片３３は、シート状の基布３４に、複数本のナイロン製繊維からなるパイル３２が多数
形成されて構成される。
【００２４】
　清掃体４は、その上端部が可動体３の下端部に取り付けられる。本実施例では、清掃体
４の上端部に貫通穴３５が複数形成されており、その貫通穴３５に可動体３の突出部２２
を貫通させた後、突出部２２の先端を溶かすことで、可動体３に清掃体４が固定される。
取付状態では、清掃体４は、左右方向両端から左右方向中央へ行くに従って前方へ膨出す
るよう湾曲している。
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【００２５】
　清掃体４が固定された可動体３は、ケース本体７内に、その下部開口から上下動可能に
はめ込まれる。この際、可動体３を下方へ付勢する付勢手段５がケース本体７内に収容さ
れる。本実施例の付勢手段５は、コイルバネとされる。
【００２６】
　コイルバネ５は、可動体３に形成された通過路２９に配されて、上端部がケース本体７
の上壁３６に当接される一方、下端部が可動体３の下壁３０に当接される。本実施例では
、コイルバネ５の上端部は、ケース本体７の上壁３６に下方へ突出して形成された十字状
の突部３７にはめ込まれて、ケース本体７の上壁３６に取り付けられる。このようにして
、コイルバネ５は、ケース本体７の上壁３６から下方へ延出して、可動体３に形成された
通過路２９を通って、可動体３の下壁３０に当接される。なお、ケース本体７の後壁１１
には、可動体３に形成された通過路２９に対応した位置に、上下方向に沿って凸部３８が
形成されている。図示例のように、コイルバネ５は、凸部３８の先端に沿って配置される
ため、前後のぐらつきが抑制されて安定する。
【００２７】
　前述したように、清掃体４が固定された可動体３がケース本体７に収容された状態で、
ケース本体７の下端部に、ケース蓋８が取り付けられる。ケース蓋８の前壁１３内面には
、清掃体４から塵を除去するための除去ブラシ６が左右方向に沿って設けられる。除去ブ
ラシ６は、左右方向に細長い長方形のシート状であり、基布３９に、複数本のナイロン製
繊維からなるパイル４０が後方へ行くに従って上方へ傾斜して多数形成されて構成される
。ケース蓋８への除去ブラシ６の取り付けは、ケース蓋８の前壁１３の内面に除去ブラシ
６の後面を接着剤や両面テープなどで貼り付けることでなされる。
【００２８】
　ところで、ケース２には、排出口１０を開閉する蓋材４１が設けられる。蓋材４１は、
透明であり、合成樹脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成される。蓋材４１は、略コ
字形とされ、左右方向両端から左右方向中央へ行くに従って前方へ膨出するように湾曲し
た前板４２と、前板４２の両端部から後方へ延出した側板４３とから構成されており、側
板４３の先端部は、後方へ行くに従って左右方向内側へ延出している。蓋材４１は、ケー
ス本体７の外側に、ケース本体７を前側から抱え込むようにして設けられる。具体的には
、蓋材４１は、ケース本体７の外側に、前板４２がケース本体７の前壁９と対面するよう
にケース本体７の下方から組み付けられて、ケース本体７に案内されて上下にスライド可
能に設けられる。なお、蓋材４１は、ケース蓋８をケース本体７に取り付ける前に、ケー
ス本体７に組み付けられる。
【００２９】
　このようにして、ケース２に設けられた蓋材４１は、上下方向にスライドさせることで
、前板４２で排出口１０を開閉することができる。ケース蓋８のフランジ１４がケース本
体７よりも外方へ延出しているため、蓋材４１は、ケース２から下方へ抜けるのが防止さ
れる。また、ケース本体７の上端部には、抜止部４４が一体形成されており、蓋材４１が
ケース２から上方へ抜けるのが防止される。
【００３０】
　蓋材４１の両側板４３，４３には、上下に離隔して突起４５，４５が形成されている。
一方、ケース本体７の両端部には、排出口１０よりも上方に突起（不図示）が形成されて
いる。これにより、ケース本体７に対して蓋材４１を引き上げた状態で、ケース本体７の
突起に蓋材４１の下側の突起４５が上方から接触して引っ掛かることで、蓋材４１の下方
への移動が規制されて、排出口１０を開いた状態を維持することができる。
【００３１】
　また、蓋材４１が排出口１０を閉じた状態では、ケース本体７の突起に蓋材４１の上側
の突起４５が下方から接触して引っ掛かることで、蓋材４１の上方への移動が規制される
。その状態では、蓋材４１は、ケース蓋８のフランジ１４と接触している。これにより、
排出口１０を閉じた状態を維持することができる。なお、蓋材４１は、弾性変形して、蓋
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材４１の突起４５がケース本体７の突起を乗り上げて通過することで、上下にスライドし
て排出口１０を開閉することができる。
【００３２】
　組付状態では、可動体３は、コイルバネ５により下方へ付勢されてケース蓋８と当接し
て脱落が防止され、清掃体４は、ケース蓋８の貫通穴１６を介してケース２から下方へ突
出している。その際、ケース本体７の排出口１０と可動体３の収容部２０とが連通してい
る。コイルバネ５の付勢力に対抗して、可動体３をケース本体７内の上部へ移動させれば
、ケース２内に清掃体４が収容される。このように、清掃体４は、ケース２に対して進退
可能とされる。本実施例では、以下に示すようにして、可動体３の下方への移動を規制す
ることで、清掃体４のケース２からの突出を規制できる。
【００３３】
　ケース本体７には、可動体３の下方への移動を規制する規制部材４６が回動可能に設け
られる。具体的には、規制部材４６は、前方へ開口した上下に細長い長方形の箱状とされ
、左右幅は、可動体３の凹部２４の幅より小さい。規制部材４６は、合成樹脂（たとえば
ＡＢＳ樹脂）により一体形成される。規制部材４６の前側の下端部には、軸線が左右方向
に沿う円柱部４７が一体形成されており、その円柱部４７の左右両端部は規制部材４６の
側壁よりも外側へ突出している。規制部材４６の前側の上端部には、上方へ突出して回動
の規制部４８が一体形成されている。
【００３４】
　規制部材４６のケース本体７への取り付けは、ピン４９を介してなされる。具体的には
、ケース本体７の後壁１１には、上下方向に細長い長方形の貫通穴５０が形成されており
、貫通穴５０に規制部材４６が配置された状態で、規制部材４６にピン４９が左右方向に
貫通して設けられ、このピン４９の両端部がケース本体７の立ち上がり部５１にはめ込ま
れる。このようにして、規制部材４６は、ケース本体７に回動可能に設けられる。そして
、図４や図５に示すように、時計方向への回動は、規制部４８のケース本体７への当接に
より規制され、反時計方向への回動は、円柱部４７のケース本体７への当接により規制さ
れる。
【００３５】
　図４に示すように、規制部材４６は、ねじりコイルバネ５２により、反時計方向へ付勢
される。具体的には、ねじりコイルバネ５２は、ピン４９に通されており、一端部が規制
部材４６の後壁５３に当接される一方、他端部が規制部材４６の開口を介してケース本体
７の内面に当接される。規制部材４６は、ねじりコイルバネ５２により付勢されることで
、円柱部４７がケース本体７に当接して、上端部がケース本体７内に入り込んでいる。そ
の状態では、可動体３が上下動する際、可動体３の凹み２３が規制部材４６の円柱部４７
を通過するため、規制部材４６の円柱部４７が可動体３と接触することはない。また、可
動体３の凹部２４が規制部材４６を通過するため、規制部材４６が可動体３と接触するこ
とはない。
【００３６】
　清掃体４のケース２からの突出を規制するには、可動体３をケース本体７の上部に配置
して、清掃体４をケース２内に収容した状態において、規制部材４６の後壁５３下部を押
して規制部材４６を時計方向へ回動させて、図５に示すように、可動体３の板状部２５の
段部２７に規制部材４６の円柱部４７を引っ掛けて係止すればよい。清掃体４のケース２
からの突出を規制した状態から規制を解除するには、規制部材４６の後壁５３上部を押し
て規制部材４６を反時計方向へ回動させて、可動体３の板状部２５への規制部材４６の円
柱部４７の係止を解除すればよい。
【００３７】
　本実施例では、ねじりコイルバネ５２が破損して、規制部材４６が付勢されなくなった
場合でも、規制部材４６が可動体３の上下動の妨げになることなく、可動体３を上下動さ
せることができる。具体的には、可動体３の上端部には、凹部２４の両側壁をそれぞれ同
一寸法だけ左右方向外側へ幅広にして、段部５４が形成されている。段部５４は、下方へ
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行くに従って前後寸法が小さくなるように、略三角形状に形成されている。すなわち、段
部５４は、下方へ行くに従って後方へ傾斜した傾斜面５５を有している。これにより、ね
じりコイルバネ５２が破損して、規制部材４６の下端部がケース２内に入り込んだ状態で
、可動体３が上方へ移動した場合でも、規制部材４６の円柱部４７が傾斜面５５に接触し
て、規制部材４６は、図４において反時計方向に回動して、円柱部４７を可動体３の凹み
２３が通過する。従って、規制部材４６によって、可動体３の上方への移動が阻止される
ことはない。すなわち、可動体３は、ねじりコイルバネ５２が破損した場合でも、ケース
２に対して上下動可能である。
【００３８】
　次に、本実施例の清掃具１の使い方について説明する。図９は、本実施例の清掃具の使
用状態を示す概略側面図である。また、図１０は、清掃体４から塵を除去する状態を示す
概略側面図である。
【００３９】
　カーペットからなる被清掃体５６についた塵を除去する際には、図９に示すように、ケ
ース２から清掃体４を突出させた状態で、被清掃体５６に、清掃体４の清掃片３３を押し
当てて清掃体４を湾曲させ、そのまま前方へ滑らせればよい。これにより、清掃片３３の
パイル３２で、被清掃体５６の塵が捕捉される。なお、本実施例の清掃体４は、弾性材か
らなる基材３１に清掃片３３が接着された構成であるので、被清掃体５６に押し当てて湾
曲させた際にその弾性力によっても清掃片３３が被清掃体５６に押し当てられる。
【００４０】
　清掃体４に付着した塵を除去するには、ケース２に対して清掃体４を繰り返し出し入れ
させればよい。これにより、清掃体４と除去ブラシ６とが擦れて、除去ブラシ６により清
掃体４から塵が除去される。たとえば、図１０に示すように、被清掃体５６に清掃体４の
下端部を接地した状態で、ケース２を繰り返し押し付けて、ケース２に対して清掃体４を
出し入れして、清掃体４と除去ブラシ６とを擦れさせればよい。
【００４１】
　本実施例では、清掃体４が左右方向両端から左右方向中央へ行くに従って前方へ膨出す
るよう湾曲しているため、被清掃体５６に清掃体４の下端部を接地した状態でケース２を
押し付けても、清掃体４は折れ曲がらず、ケース２に対して清掃体４を出し入れすること
ができる。
【００４２】
　本実施例では、清掃体４のパイル３２は、前方へ行くに従って上方へ傾斜している。一
方、除去ブラシ６のパイル４０は、後方へ行くに従って上方へ傾斜している。従って、清
掃体４がケース２内に収容された状態から突出する際に、除去ブラシ６と清掃体４とが擦
れて、除去ブラシ６で清掃体４の塵が捕捉される。除去ブラシ６の塵は、ケース２内に清
掃体４が収容される際に、可動体３の収容部２０内に運ばれる。その収容部２０に溜まっ
た塵は、蓋材４１を開けて、ケース本体７の排出口１０から捨てればよい。
【００４３】
　本実施例の場合、清掃具１のケース２を片手で掴んで、カーペットなどの被清掃体５６
を清掃することができる。また、清掃具１のケース２を片手で掴んで、被清掃体５６に清
掃体４の下端部を接地した状態でケース２を繰り返し押し付けることで、清掃体４から塵
を除去できる。さらに、清掃体４のケース２からの突出規制は、被清掃体５６に清掃体４
の下端部を接地した状態でケース２を押し付けて、清掃体４をケース２内に収容し、規制
部材４６の下部を押して回動させればよい。一方、清掃体４のケース２からの突出規制の
解除は、規制部材４６の上部を押して回動させればよい。このように、本実施例の清掃具
１は、片手で簡単に使用することができる。
【００４４】
　また、本実施例の場合、清掃体４がシート状なので、室内の壁際まで清掃することがで
きる。さらに、本実施例の場合、清掃体４をケース２内に収容できるため、コンパクトに
収納できる。
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【００４５】
　図１１から図２５は、本発明の清掃具の変形例１から変形例５を示す図である。これら
の清掃具１の変形例も、基本的には前記実施例と同様の構成である。そこで、以下におい
ては、前記実施例と各変形例との異なる点を中心に説明し、対応する箇所には同一の符号
を付して説明する。
【００４６】
　図１１から図１３は、本発明の清掃具の変形例１を示す図である。変形例１では、規制
部材４６は、ケース本体７の上壁３６にスライド可能に設けられる。規制部材４６は、合
成樹脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成されており、略小判形状の板片５７と、板
片５７の上部に形成されるツマミ５８と、板片５７の下部に下方へ延出して形成される垂
直片５９と、垂直片５９の下端部に前方へ延出して形成される水平片６０とから構成され
る。ケース本体７の上壁３６には、上方へ開口した浅い凹部６１が形成されており、その
凹部６１の底面には、左右方向に細長い貫通穴６２が形成されている。規制部材４６は、
垂直片５９が貫通穴６２に貫通して配置されると共に、板片５７が凹部６１内に配置され
て、凹部６１内を左右方向にスライド可能とされる。
【００４７】
　変形例１では、可動体３は、その上端部に規制部材４６が引っ掛けられる構成とされる
。具体的には、可動体３の上端部には、凹部２４の右側の角部に、矩形状の板片６３が一
体形成されている。板片６３は、その板面が水平に配置されている。
【００４８】
　このような構成であるので、可動体３をケース本体７の上部に配置して、清掃体４をケ
ース２内に収容した状態において、規制部材４６を右側へスライドさせて、可動体３の板
片６３に規制部材４６を引っ掛けることで、可動体３の下方への移動が規制される。すな
わち、規制部材４６の水平片６０と可動体３の板片６３とが当接することで、可動体３の
下方への移動が規制される。これにより、清掃体４のケース２からの突出を規制すること
ができる。
【００４９】
　図１４から図１６は、本発明の清掃具の変形例２を示す図である。変形例２では、規制
部材４６は、ケース本体７の上壁３６に回転可能に設けられる。規制部材４６は、合成樹
脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成されており、円板状の板片６４と、板片６４の
上部に形成されるツマミ６５と、板片６４の下部に下方へ延出して形成される円柱棒６６
と、円柱棒６６の下端部に前方へ延出して形成される水平片６７とから構成される。ケー
ス本体７の上壁３６には、上方へ開口した円形の浅い凹部６８が形成されており、その凹
部６８の底面には貫通穴６９が形成されている。規制部材４６は、円柱棒６６が貫通穴６
９に貫通して配置されると共に、板片６４が凹部６８内に配置されて、ケース本体７に回
転可能に設けられる。
【００５０】
　変形例２では、可動体３は、その上端部に規制部材４６が引っ掛けられる構成とされる
。具体的には、可動体３の上端部には、凹部２４の底側に、凹部２４の幅方向に沿って矩
形状の板片７０が一体形成されている。板片７０は、その板面が水平に配置されている。
【００５１】
　このような構成であるので、可動体３をケース本体７の上部に配置して、清掃体４をケ
ース２内に収容した状態において、規制部材４６を回転させて、可動体３の板片７０に規
制部材４６を引っ掛けることで、可動体３の下方への移動が規制される。すなわち、規制
部材４６の水平片６７と可動体３の板片７０とが当接することで、可動体３の下方への移
動が規制される。これにより、清掃体４のケース２からの突出を規制することができる。
【００５２】
　図１７から図１９は、本発明の清掃具の変形例３を示す図である。変形例３では、規制
部材４６は、ケース本体７の上壁３６に回動可能に設けられる。規制部材４６は、合成樹
脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成されており、側面視略Ｃ字形状の板片７１と、
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板片７１に外側へ延出して形成されるツマミ７２と、板片７１の左右両端部に内側へ延出
して形成される延出片７３とから構成される。ケース本体７の上壁３６には、略矩形状の
貫通穴７４が形成されている。
【００５３】
　規制部材４６のケース本体７への取り付けは、ピン７５を介してなされる。具体的には
、ケース本体７の上壁３６に形成された貫通穴７４に規制部材４６が配置された状態で、
延出片７３にピン７５が左右方向に貫通して設けられ、ピン７５の両端部がケース本体７
の支持片７６にはめ込まれる。このようにして、規制部材４６は、ケース本体７に回動可
能に設けられる。
【００５４】
　変形例３では、可動体３は、その上端部に規制部材４６が引っ掛けられる構成とされる
。具体的には、可動体３の上端部には、凹部２４の底側に、凹部２４の幅方向に沿って矩
形状の板片７７が一体形成されている。板片７７は、その板面が水平に配置されている。
【００５５】
　このような構成であるので、可動体３をケース本体７の上部に配置して、清掃体４をケ
ース２内に収容した状態において、図１８における時計まわりに規制部材４６を回動させ
て、可動体３の板片７７に規制部材４６を引っ掛けることで、可動体３の下方への移動が
規制される。すなわち、規制部材４６の板片７１の端部と可動体３の板片７７とが接触す
ることで、可動体３の下方への移動が規制される。これにより、清掃体４のケース２から
の突出を規制することができる。
【００５６】
　図２０から図２２は、本発明の清掃具の変形例４を示す図である。変形例４では、規制
部材４６は、ケース本体７の後壁１１にスライド可能に設けられる。規制部材４６は、合
成樹脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成されており、略小判形状の板片７８と、板
片７８の後部に形成されるツマミ７９と、板片７８の前部に前方へ延出して形成される水
平片８０と、水平片８０の中途に形成される垂直片８１とから構成される。ケース本体７
の後壁１１の上端部には、左右方向に細長い貫通穴８２が形成されている。ケース本体７
の後壁１１には、貫通穴８２の周囲に立ち上がり部８３を連続して形成して、案内溝８４
が形成されている。規制部材４６は、水平片８０が貫通穴８２に貫通して配置されると共
に、板片７８が案内溝８４内に配置されて、案内溝８４内を左右方向にスライド可能とさ
れる。その際、規制部材４６は、水平片８０の中途に形成される垂直片８１により、後方
へ抜けるのが防止される。
【００５７】
　変形例４では、可動体３は、その上端部に規制部材４６が引っ掛けられる構成とされる
。具体的には、可動体３の上端部に、凹部２４の上方への開口の右側を閉じるように板片
８５が一体形成されている。
【００５８】
　このような構成であるので、可動体３をケース本体７の上部に配置して、清掃体４をケ
ース２内に収容した状態において、規制部材４６を右側へスライドさせて、可動体３の板
片８５に規制部材４６を引っ掛けることで、可動体３の下方への移動が規制される。すな
わち、規制部材４６の水平片８０と可動体３の板片８５とが当接することで、可動体３の
下方への移動が規制される。これにより、清掃体４のケース２からの突出を規制すること
ができる。
【００５９】
　図２３から図２５は、本発明の清掃具の変形例５を示す図である。変形例５では、規制
部材４６は、ケース本体７の後壁１１に揺動可能に設けられる。規制部材４６は、合成樹
脂（たとえばＡＢＳ樹脂）により一体形成されており、レバー部８６と、レバー部８６の
下端部に前方へ延出して形成される軸部８７と、レバー部８６の上端部に前方へ延出して
形成される円柱部８８とから構成される。ケース本体７の後壁１１の上端部には、立ち上
がり部８９が略三角形状に連続して形成されている。ケース本体７の後壁１１には、立ち
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上がり部８９の内側に、略円弧状の貫通穴９０が形成されている。規制部材４６は、軸部
８７がケース本体７に挿し込まれて、円柱部８８が貫通穴９０に貫通して配置されると共
に、レバー部８６が立ち上がり部８９の内側に配置されて、軸部８７を中心として揺動可
能とされる。
【００６０】
　変形例５では、可動体３は、その上端部に規制部材４６が引っ掛けられる構成とされる
。具体的には、可動体３の上端部に、凹部２４の上方への開口の右側を閉じるように板片
９１が一体形成されている。
【００６１】
　このような構成であるので、可動体３をケース本体７の上部に配置して、清掃体４をケ
ース２内に収容した状態において、規制部材４６を右側へ揺動させて、可動体３の板片９
１に規制部材４６を引っ掛けることで、可動体３の下方への移動が規制される。すなわち
、規制部材４６の円柱部８８と可動体３の板片９１とが当接することで、可動体３の下方
への移動が規制される。これにより、清掃体４のケース２からの突出を規制することがで
きる。
【００６２】
　本発明の清掃具は、前記実施例の構成に限らず、適宜変更可能である。たとえば、前記
実施例では、清掃体４は、基材３１に傾斜したパイル３２を有する清掃片３３を重ね合わ
せた構成としたが、これに代えて、フック状、ループ状またはマッシュルーム状の起毛を
有するシート状の清掃片（面ファスナーのどちらか一方）を基材３１に重ね合わせた構成
としてもよいし、マイクロファイバー製のシート状の清掃片を基材３１に重ね合わせた構
成としてもよい。また、これらに代えて、清掃片３３、フック状、ループ状またはマッシ
ュルーム状の起毛を有するシート状の清掃片、またはマイクロファイバー製のシート状の
清掃片の内、二以上を基材３１に重ね合わせた構成としてもよい。たとえば、基材３１の
下端部にはマイクロファイバー製の清掃片が重ね合わされ、それ以外の部分には清掃片３
３が重ね合わされた構成としてもよい。この場合、少ない回数のブラッシングで、確実に
被清掃体５６の塵を捕捉することができる。
【００６３】
　また、前記実施例では、清掃体４は、基材３１に清掃片３３を重ね合わせてパイル３２
を備える構成としたが、これに代えて、基材３１にパイルを直接植え付けてパイルを備え
る構成としてもよい。また、前記実施例では、ケース２の下端部にパイル４０を備える除
去ブラシ６を取り付けたが、これに代えて、ケース２の下端部に直接パイルを植え付けて
もよい。
【００６４】
　また、ケース本体７に排出口１０を設けなくてもよい。この場合、可動体３をケース２
から取り出して、収容部２０に溜まった塵を捨てればよい。また、可動体３の収容部２０
およびケース本体７の排出口１０を設けなくてもよい。この場合、可動体３をケース２か
ら取り出して、ケース２内に溜まった塵を捨てればよい。このようにして、収容部２０や
排出口１０を設けないことで、清掃具１の製造が容易となる。
【００６５】
　また、前記実施例では、排出口１０は、ケース本体７の前壁９の下部に形成したが、ケ
ース本体７の前壁９の上部に形成してもよい。この場合、排出口１０は、ケース２内に清
掃体４が収容された状態において、可動体３の収容部２０と連通する。また、ケース本体
７の前壁９の上部および下部に、排出口１０を形成してもよい。この場合、排出口１０は
、ケース２から清掃体４が突出した状態、またはケース２内に清掃体４が収容された状態
において、それぞれ可動体３の収容部２０と連通する。
【００６６】
　また、前記実施例では、蓋材４１は、ケース２に対してスライドして、排出口１０を開
閉する構成としたが、これに限定されるものではなく、たとえば、ケース２にピンまわり
に回動可能に設けられて、排出口１０を開閉する構成としてもよい。
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【００６７】
　また、前記実施例では、清掃体４の貫通穴３５に可動体３の突出部２２をはめ込んで、
突出部２２の先端を溶かすことで、可動体３に清掃体４を固定して清掃部材を構成したが
、これに限定されるわけではない。
【００６８】
　また、前記実施例では、付勢手段５は、コイルバネとされたが、これに限定されるもの
ではなく、たとえば板バネでもよい。
【００６９】
　さらに、清掃体４の下端部に下方へ延出してブラシを設けてもよい。これにより、被清
掃体５６を掃く場合にも用いることができる。
【符号の説明】
【００７０】
　　１　清掃具
　　２　ケース
　　３　可動体
　　４　清掃体
　　５　コイルバネ（付勢手段）
　　６　除去ブラシ
　１０　穴（排出口）
　１６　貫通穴
　２０　凹部（収容部）
　２７　段部（ロック手段）
　３１　基材
　３２　パイル
　３３　清掃片
　４０　パイル
　４１　蓋材
　４６　規制部材（ロック手段）
　５６　被清掃体
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